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新企業年金制度導入のお知らせ

当社は、平成16年３月１日から退職金制度をポイント制退職金制度に改定するとともに、適格退

職金制度を廃止し企業型確定拠出年金制度へ移行することといたしましたのでお知らせいたしま

す。

記

１．制度改定の目的

当社の退職金制度は、退職一時金と適格退職年金により構成されておりますが、運用利回りの低

下による年金財政の悪化や退職給付費用の増加による企業業績への影響など、現行の退職金制度

を取巻く情勢の変化に対応するために、かねてより制度の変更を検討してまいりました。

このたび、適格退職年金制度が８年後に廃止が決定されていることと、ポイント制退職金制度へ

の移行を踏まえて、経営の安定化を図るとともに従業員の自助努力を支援し、併せて就業意識の

多様化にも対応するため、退職年金制度を改定いたしました。

２．制度改定の概要

平成16年３月１日に、退職金制度の内枠である適格退職金制度を廃止し、確定拠出年金制度およ

び退職金前払い制度へ移行します。なお、確定拠出年金規約につきましては、平成16年１月22日

に北海道厚生局の承認を受けております。

３．損益に与える影響について

制度改正に伴い、特別損失の計上が見込まれますが、現段階において平成16年２月期への影響額

は未定であり、計算結果が判明次第お知らせいたします。
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